
千葉県議会情報セキュリティ基本方針 
 

 

 本県議会では、多くの業務で情報システムやネットワークを利用し、県民の 

個人情報や議会運営上重要な情報などを多数取り扱っています。 

 県民の財産、権利、利益を守り、安全かつ安定した議会運営を継続していく 

ためには、これらの情報や情報システムをあらゆる脅威から防御することが 

必要不可欠となります。 

 このため、本県議会が保有する情報資産に係る機密性、完全性及び可用性を 

維持するための対策を整備し、情報セキュリティの確保と水準の向上に積極的

に取り組むことを宣言します。 

 

 

１ 個人情報保護法その他の関係法令を遵守します。 

 

２ 情報セキュリティ対策に取り組むための体制を確立します。 

 

３ 千葉県議会情報セキュリティ対策基準を策定します。 

 

４ 情報セキュリティ対策を適切に実施するため、議員及び職員に対して必要

な教育を実施します。 

 

５ 情報セキュリティ対策の実施状況の自己点検を通して、定期的に対策の 

見直しを実施します。 

 

６ すべての議員及び職員は、情報セキュリティの重要性について共通の認識

を持ち、業務の遂行にあたっては千葉県議会情報セキュリティ基本方針、千葉

県議会情報セキュリティ対策基準を遵守します。 

 

 


